
令和６年度 入契調査 （入契法等に基づく入札・契約手続に関する実態調査） 概要

国土交通省・総務省・財務省において、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律（入契法）第20条※等に基づき、公共工事の発注者が適正
化指針（同法第17条第１項）に従って講じた措置の状況－入札契約の適正化の取組状況－について、毎年度、調査を行い結果概要を公表。
※参照条文
（措置の状況の公表）
第二十条 国土交通大臣及び財務大臣は、各省各庁の長又は特殊法人等を所管する大臣に対し、当該各省各庁の長又は当該大臣が所管する特殊法人等が適正化指針に従って講じた措置の状況について報告を求めることができる。
２ 国土交通大臣及び総務大臣は、地方公共団体に対し、適正化指針に従って講じた措置の状況について報告を求めることができる。
３ 国土交通大臣、総務大臣及び財務大臣は、毎年度、前二項の報告を取りまとめ、その概要を公表するものとする。

調査対象者

入契法の適用対象である以下の各発注者 （計 1,928団体）
国（省庁等） ： 19機関
特殊法人等 ： 121法人
地方公共団体 ： 47都道府県、20指定都市、1,721市区町村

調査対象時点

令和６年７月１日現在
（一部の項目は令和５年度末時点）

主な調査項目

入札契約方式
入札契約情報の公表
ダンピング対策
適正な予定価格の設定
適正な工期の設定
施工時期の平準化
円滑・適正な施工の確保

－ 一般競争入札・総合評価落札方式の導入、電子入札・電子契約の導入
－ 情報の公表方法・公表状況
－ 低入札価格調査制度・最低制限価格制度の導入、低入札価格調査基準価格等の算定式・公表時期
－ 資材単価の更新、請負代金内訳書における法定福利費の明示
－ 工期における猛暑日考慮の有無及び方法、時間外労働規制適用を踏まえた工期設定の取組、週休２日工事の実施
－ 「さ・し・す・せ・そ」の取組
－ 工事書類簡素化の取組、情報共有システム（ASP）の導入、スライド条項の運用基準の策定、
工事請負契約書における変更契約に関する規定の有無 下線：新たに調査した項目

主な調査結果

ダンピング対策や週休2日工事の実施及びスライド条項の運用で取組が進展も、適正な工期設定（猛暑日考慮）や発注事務におけるICTの活用（ASP等）に課題。
（次ページ以降参照）

引き続き、会議等の場も活用しつつ、調査結果を共有するとともに入札契約の適正化に向けた更なる働きかけを推進 1
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ダンピング対策の徹底 － 低入札価格調査基準価格等の算定式の水準
令和６年度入契法等に基づく入札・契約手続に関する実態調査（令和６年７月１日時点）より

○ダンピング受注は、工事の手抜き、下請業者へのしわ寄せ、公共工事に従事する者の賃金その他の労働条件の悪化、安全対策の不徹底等につながりやすく、公共

工事の品質確保に支障を来すおそれがあるとともに、公共工事を実施する者が適正な利潤を確保できず、ひいては建設業の若年入職者の減少の原因となるなど、

建設工事の担い手の育成及び確保を困難とし、建設業の健全な発達を阻害するものであることから、これを防止するとともに、適正な金額で契約を締結することが必

要である。 ＜適正化指針：第２ ４（１）＞

○各省各庁の長等においては、低入札価格調査制度又は最低制限価格制度を導入し、低入札価格調査の基準価格又は最低制限価格を適切な水準で設定するなど

制度の適切な活用を徹底することにより、ダンピング受注の排除を図るものとする。 ＜適正化指針：第２ ４（３）＞

公共発注者の責務 （入契法適正化指針における記述）

低入札価格調査の基準価格等の算定式については、各団体において最新の中央公契連モデルやそれ以上の水準の独自モデルの使用が進み、
特に国・都道府県ではほぼ全ての団体※が最新の中央公契連モデル以上の水準を採用している。

※ 制度未導入である団体を除く。
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働き方改革の推進 － 工期の設定に当たっての休日・猛暑日の考慮

○ ・・・根拠なく短い工期が設定されると、無理な工程管理や長時間労働を強いられることから、公共工事に従事する者の疲弊や手抜き工事の発生等につながることと

なり、ひいては担い手の確保にも支障が生じることが懸念される。公共工事の施工に必要な工期の確保が図られることは、長時間労働の是正や週休２日の推進など

につながるのみならず、建設産業が魅力的な産業として将来にわたってその担い手を確保していくことに寄与し、最終的には国民の利益にもつながるものである。

○ ・・・工期の設定に当たっては、工期に関する基準（令和２年７月２０日中央建設業審議会決定・勧告）に基づき、工事の規模及び難易度、地域の実情、自然条件、工

事内容、施工条件のほか、次に掲げる事項等を適切に考慮するとともに、・・・適正な工期を確保するものとする。

イ 公共工事に従事する者の休日（週休２日に加え、祝日、年末年始及び夏季休暇）

ロ・ハ （略）

ニ 降雨日、猛暑日、降雪・出水期等の作業不能日数

ホ・ヘ （略） ＜適正化指針：第２ ５（１）＞

公共発注者の責務 （入契法適正化指針における記述）

工期の設定に当たって休日（週休２日、祝日、年末年始、夏季休暇）を考慮している団体は、国・特殊法人等・都道府県・指定都市では
全団体となる一方、市区町村では7割程度にとどまる。
また、猛暑日を考慮している団体は、都道府県及び指定都市では８割を超えたが、国及び特殊法人等では約３割、市区町村では２割未満
にとどまる。

■：考慮している ■：考慮していない

令和６年度入契法等に基づく入札・契約手続に関する実態調査（令和６年７月１日時点）より
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働き方改革の推進 － 週休２日工事等の実施

○ ・・・根拠なく短い工期が設定されると、無理な工程管理や長時間労働を強いられることから、公共工事に従事する者の疲弊や手抜き工事の発生等につながることと

なり、ひいては担い手の確保にも支障が生じることが懸念される。公共工事の施工に必要な工期の確保が図られることは、長時間労働の是正や週休２日の推進など

につながるのみならず、建設産業が魅力的な産業として将来にわたってその担い手を確保していくことに寄与し、最終的には国民の利益にもつながるものである。

○ ・・・工期の設定に当たっては、工期に関する基準（令和２年７月２０日中央建設業審議会決定・勧告）に基づき、工事の規模及び難易度、地域の実情、自然条件、工

事内容、施工条件のほか、次に掲げる事項等を適切に考慮するとともに、・・・適正な工期を確保するものとする。

イ 公共工事に従事する者の休日（週休２日に加え、祝日、年末年始及び夏季休暇）

ロ～ヘ （略） ＜適正化指針：第２ ５（１）＞

公共発注者の責務 （入契法適正化指針における記述）

週休２日工事又は週休２日交替制工事を実施している団体が増加し、都道府県・指定都市では全て、国では約８割、特殊法人等では約７割
を超えたが、市区町村では昨年度より改善が進んだものの、半数程度にとどまる。

令和６年度入契法等に基づく入札・契約手続に関する実態調査（令和６年７月１日時点）より

■：実施している ■：実施していない
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円滑な価格転嫁の推進 － スライド条項の運用基準の策定

○ ・・・工事内容の変更が必要となり工事費用や工期に変動が生じた場合や、労務及び資材等の価格の著しい変動、資材等の納期遅れ等により工事費用や工期の変

更が必要となった場合等には、施工に必要な費用や工期が適切に確保されるよう、公共工事標準請負契約約款に沿った契約約款に基づき、必要な変更契約を適切

に締結するものとし、この場合において、・・・。 ＜適正化指針：第２ ５（４）＞

公共発注者の責務 （入契法適正化指針における記述）

単品スライド条項※やインフレスライド条項※の運用については、
取組が遅れていた市区町村でも、運用基準を策定している団体が５割を超えるなど取組が進捗している。

令和６年度入契法等に基づく入札・契約手続に関する実態調査（令和６年７月１日時点）より
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発注事務におけるＩＣＴの活用－電子契約システム、ＡＳＰ等の導入

○ ・・・入札及び契約のＩＴ化については、図面や各種情報の電子化、通信ネットワークを利用した情報の共有化、電子入札システム等の導入により、各種情報が効率

的に交換できるようになり、また、ペーパーレス化が進むことから、事務の簡素化や入札に係る費用の縮減が期待される。

○ ・・・電子入札システムの導入は、入札参加者が一堂に会する機会を減少させることから、談合等の不正行為の防止にも一定の効果が期待されるとともに、電子契

約システムの導入は、受注者における印紙税等の費用縮減にも資するものである。このため、各省各庁の長等においては、政府調達に関する協定との整合を図りつ

つ、必要なシステムの整備等に取り組み、その具体化を推進するものとする。

○ ・・・受注者における工事関係書類作成に係る負担は大きいものとなっており、発注者においてもこれらの書類の確認や管理に伴う負担等は大きいことから、工事関

係書類においてもペーパーレス化の取組の推進が求められる。

○各省各庁の長等は、公共工事における発注者、受注者双方の負担軽減や生産性の向上を図るため、工事関係書類についても簡素化等を図るとともに、ＡＳＰ等の

情報共有システムなどの必要なシステムの導入及び活用に努めるものとする。 ＜適正化指針：第２ ６（２＞

公共発注者の責務 （入契法適正化指針における記述）
令和６年度入契法等に基づく入札・契約手続に関する実態調査（令和６年７月１日時点）より
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電子契約システムを導入している団体は、国で全団体、都道府県・指定都市で約６割となったが、特殊法人等及び市区町村では２割に満
たない状況。
また、ASPについては都道府県と指定都市のほとんどの団体が導入しているが、国では約３割※、特殊法人等及び市区町村では約１割にと
どまっている。※国の令和５年度（令和５年４月１日～令和６年３月31日）完了工事のうち、件数ベースで約８割超をASP導入済みの団体が発注している。
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不調・不落の発生率

※不調・不落の合計件数を集計している団体
※不調・不落の発生率＝不調・不落の合計件数÷全競争入札の契約件数
※全競争入札の契約件数＝一般競争・指名競争入札での契約件数＋不調・不落の合計件数
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国 特殊法人等 都道府県 指定都市 市区町村 計

○不調・不落の発生率は、令和元年以降減少傾向。

○国、都道府県、指定都市、市区町村いずれにおいても減少傾向で、特殊法人等においても令和元年と比較すると減少している。

令和６年度入契法等に基づく入札・契約手続に関する実態調査（令和６年７月１日時点）より

R１実績 R２実績 R３実績 R４実績 R５実績

国 15.8% 10.6% 9.8% 9.3% 8.2%

特殊法人等 21.3% 17.6% 13.2% 15.6% 18.5%

都道府県 9.5% 7.9% 6.6% 6.5% 6.2%

指定都市 12.3% 10.0% 8.2% 8.1% 9.4%

市区町村 8.6% 7.5% 7.2% 7.4% 7.2%

計 9.8% 8.1% 7.3% 7.4% 7.2%

7


